
 

名古屋税理士会昭和支部との協議会 

【説明要旨】 

          令和５年 10月 12日（木） 

1 5 : 5 0 ～ 1 6 : 1 5  

天 白 文 化 小 劇 場    

 

 

１ 税務署長挨拶  

 

 

 

２ 税務署からの連絡事項  

（１）「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」の発送日について 

 

 

（２）年末調整関係用紙の交付開始時期について 

大口徴収義務者に対する交付日：10月 23日（月）及び 10月 24日（火） 

署交付開始日：10月 25日（水） 

 

 

（３）文書回答手続の利用促進について（資料１、２） 

    

  

（４）給与所得の源泉徴収票の e-Taxによる提出について(資料３） 

   

 

（５）インボイス制度について（資料４） 

   

 

 

３ その他 

   







   

 

名古屋国税局からのお知らせ 

 

国税局では、納税者の皆様から、申告期限等の前に「具体的な取引等に係る税

務上の取扱い」に関して、文書による回答を求める旨の照会があった場合に、一

定の要件の下に、文書により回答するとともに、同様の取引等を行う他の納税者

の予測可能性の向上に役立てていただくために、その照会及び回答の内容を国税

庁ホームページで公表しています。 

 

文書回答手続について調べるには、国税庁ホームページの 

特設サイトが便利です。（こちらからアクセスできます。） 

   

                         

  

 

文書回答手続の対象になると思われる照会がありましたら、担当部署へご相

談ください。 

照会する際の様式はこ

ちらからダウンロード

できます。 

 

文書回答に該当するか

どうかは、こちらでチェ

ックしてください。 

 

過去の文書回答事例も同サイトか

ら調べることができます。 

資料２



e-Taxで提出すると…
確定申告がさらに簡単に!!
事業主の皆さまが、
給与所得の源泉徴収票をe-Taxで提出することで、
従業員の方が、所得税の確定申告書を作成する際、
給与所得の情報が自動で入力されるようになります！

給与所得の源泉徴収票を

事業主の方

源泉徴収票をe-Taxで提出

事業主の皆さまへ

e-Taxソフト（WEB版）で源泉徴収票を提出できます！

税務署 マイナポータルとの連携で
給与情報を自動入力

従業員の方

自動入力された金額を
確認して

e-Taxで確定申告！

給与所得の情報を正しく連携するため、給与所得の源泉徴収票に記載する、従業員の方の

マイナンバー、氏名（カナ含む）、住所、生年月日等については、記載誤りや不足・不備

が無いようご注意ください。

※令和６年１月以降に提出する給与所得の源泉徴収票（令和５年分以後の年分）が対象です。
※従業員の方が令和６年２月上旬以降に国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で
確定申告書を作成する際にご利用になれます。

e-Taxソフト（WEB版）の利用方法について、詳しくは裏面をご覧ください。！

事業主の皆さまからe-Taxで提出された給与の源泉徴収票が自動入力の対象となります。

Point  ①

税務署への給与の源泉徴収票の提出範囲は、年間の給与等の支払金額が500万円を超える

もの等ですが、500万円以下の給与に係る源泉徴収票であっても、e-Taxで提出した場合

は、自動入力の対象となります。

Point  ②

Point  ③

事業主の皆さまへのお願い

詳しい内容は、国税庁ホームページの特設ページをご覧ください。！

資料3



e-tax web ログイン

e-Taxソフト（WEB版）へアクセス

① e-Taxホームページにアクセス

（https://www.e-tax.nta.go.jp）

②右上部「各ソフト・コーナー」をクリック

③「e-Taxソフト（WEB版）」をクリック

または

事前準備

➊➋

➌ ➍

e-Taxを初めて利用する方は、➊から開始届出書の

作成・提出を行ってください。

既にe-Taxをご利用の方は、➋からログインします。

➌で利用者情報の登録等を行い、➍で給与所得の源

泉徴収票の作成を行います（e-Taxソフト（WEB

版）を初めて利用する場合のみ、➌の手続が必要で

す。）。

源泉徴収票の作成・提出

➊ ➋

【１件別に入力する】

源泉徴収票を１件別に入力する場合

は、➊をクリックします。

【ＣＳＶファイルを読み込む】

表計算ソフトや会計ソフトで作成し

たCSVファイルを読み込む場合は、

➋をクリックします。

源泉徴収票の作成後に、法定調書合計表を作成したら、後は、電子証明書で

電子署名を付与して送信！

源泉徴収票が所定の件数を超える場合は、分割して送信してください。！

電子証明書は、個人の事業主の方はマイナンバーカードをご利用いただけます。
法人の場合は、法人の電子証明書が必要ですが、代表者の方のマイナンバーカードもご利用いただけます。！

STEP ①

STEP ②

STEP ③

eLTAXで市区町村と税務署へ一括して作成・送信も可
市区町村に提出する給与支払報告書をeLTAXの作成ソフト
PCdesk（対応税務ソフトを含みます。）を利用して作成・提出
している場合は、税務署に提出する源泉徴収票のデータも同時に
作成し、一括して送信することができます。 （eLTAXホームページ）

※事前準備の案内動画はこちら

R5.８国税庁 法人番号7000012050002

https://www.e-tax.nta.go.jp/


                                                                               

資料４ 
 

適格請求書等保存方式（インボイス制度）開始に関する周知等について 

 

 

平素から、税務行政に御理解と御協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

また、数次にわたりインボイス制度に関する周知等の御協力を賜り、重ねて御礼申し上

げます。 

インボイス制度が本年 10 月１日から開始されました。 

これまで国税当局としては、制度の円滑な開始に向けて、適格請求書発行事業者の登録

要否についての個別相談や各種説明会・研修会への講師派遣等の対応を行ってまいりま

した。制度開始後も引き続き、こうした取組を継続していくこととしています。 

これまで周知の御協力をお願いしてまいりました内容と重複する部分もございますが、

関与先事業者の皆様の対応が円滑に進むよう、税理士の皆様へ、周知方御協力賜れますと

幸いです。 

 

１ 登録申請書等の様式改訂について  

令和５年 10 月１日から適格請求書発行事業者の登録等に係る以下①～③の様式が④

～⑥の様式に改訂されますので、御留意ください。 

なお、旧様式については令和５年９月 30 日までの間に提出する様式となりますので、

令和５年 10 月１日以降は、ｅ－Ｔａｘでは受け付けることができません。 

また、書面にて旧様式を御提出された場合、内容の確認のために御連絡することもあ

りますので、新様式での御提出をお願いします。 

おって、以下⑦～⑩の様式については、令和５年 10 月１日から提出が可能となりま

す。 

【令和５年９月 30 日まで使用できるもの】 

① 適格請求書発行事業者の登録申請書（国内事業者用）（第１-⑴号様式） 

② 適格請求書発行事業者の登録申請書（国外事業者用）（第１-⑵号様式） 

③ 適格請求書発行事業者登録簿の登載事項変更届出書（第２-⑴号様式） 

 

【令和５年 10 月１日以降使用するもの】 

④ 適格請求書発行事業者の登録申請書（国内事業者用）（第１-⑶号様式） 

⑤ 適格請求書発行事業者の登録申請書（国外事業者用）（第１-⑷号様式） 

⑥ 適格請求書発行事業者登録簿の登載事項変更届出書（第２-⑵号様式） 

 

【令和５年 10 月１日から提出が可能となるもの】 

⑦ 適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書（第３号様式） 

⑧ 適格請求書発行事業者の死亡届出書（第４号様式） 

⑨ 任意組合等の組合員が適格請求書発行事業者でなくなった旨等の届出書（第６号様式） 

⑩ 任意組合等の清算が結了した旨の届出書（第８号様式） 

 

 

 

〈適格請求書発行事業者の申請手続〉 〈消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式 

に関する申請書等の様式の制定について（法令解釈通達）〉 
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